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職務発明モデル規程
―“相当の対価”のルールづくりと発明契約関連書式―

吉田国際特許事務所 所長　吉田 芳春

内容構成

■200億円ショックへの対応
今年 1月末に相次いで職務発明対価に関する巨額判決が下さ

れ，産業界に衝撃を与えた。日立製作所（光ディスク装置）に 1
億6,280万円，日亜化学工業（青色発光ダイオード）には200億円
と，これまでの判例とはケタ違いの金額支払いを命じられたこと
から，今後さらに対価請求訴訟が頻発するのではと多くの企業は
戦々恐々である。
特許法35条で規定する「相当の対価」があいまいであるとし，

訴訟増加の要因に挙げる声は多く，実際に特許法改正の動きが進
んでいる。いずれにせよ，個々の企業としては，職務発明対価に
関する社内ルールの整備を急ぐ必要がある。本稿では職務発明規
程のモデルを掲げ，また発明に関する各種の書式を例示した。参
考にしていただければ幸いである。
また，こうした社内規則の整備と併せて，研究者・技術者の処

遇について今一度見直してみる好機かもしれない。一連の職務発
明対価訴訟をみていると，報奨金額への不満だけでなく，会社へ
の不満，人事処遇への不満といったものが見え隠れする。発明者
と会社に大きな認識のギャップや明らかなスレ違いが生まれてし
まった末の訴訟合戦という一面がある。発明は個人の独創性に負
うところが大きいわけで，そうした個性の強い研究者・技術者を
適正に処遇する仕組みづくりが一層求められている。（編集部）
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をもとに，企業の知的財産権を技術面と事業面からトータル的に確立・支援する業務を多
岐にわたり展開している。特に，他社の侵害等のケースを想定した発明の掘り起こしから，
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評価をマニュアル化した技術調査シート・事業性評価シートは，数々の企業から導入の意
向が寄せられるなど，高い評価を受けている。
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